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 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

庶務課庶務係

1

山形市△△町〇丁目□番×号

<記入例>

1 2 3 4 5特別徴収義務者指定番号 0

電話
　令和　6　年　6　月　20　日提出

0 68 0

氏名 山形　市子
山形市旅篭町二丁目３番２５号

4 5 6 72 3法人番号又は個人番号

申
　
請
　
者

住所又は所在地
 〒　990-8540

氏名又は名称
及び代表者氏名

△◎□商事株式会社
代表取締役　△◎　一郎

　山　形　市　長

1,460,080

8 9 0 1

　　地方税法第３２１条の５の２の規定による給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承認を申請します。

　申請の日前６ヶ月間の月別の給与の支
払を受ける者の人員、及び月別の給与
の支払額（臨の欄には、臨時雇用者につ
き記入）

５年　 １２月

内線
3

023-123-4567

2
777

連絡者の係及
び氏名並びに
その電話番号

係

2 128,000
６年　３月

6 1,345,300 6 1,303,307

６年　 １月 ６年  ４月
71,331,2186

②

7 1,468,495

　　市税の滞納や給与所得に係る特別
徴収税額の納入が困難である相当の理
由がある場合、それがやむを得ない事由

　申請の日前１年以内に納期の特例に
ついて、承認の取消しの通知を受けたこ
との有無

（裏面を読んでから記入してください）

1,341,912
６年　 ２月 ６年　５月

6



ア ア 「特別徴収義務者指定番号」の欄
　特別徴収義務者の指定番号を記入してください。

イ イ 「申請者」の欄

ウ

　
納

エ
ウ ①の欄

エ ②と③の欄
　該当するときだけ記入してください。

◎ お問い合わせは

山形市役所　市民税課

電話　０２３－６４１－１２１２　　内線　３０４～３１０，３６６

　この特例は、給与の支払を受ける人の人数が常時１０人未満である特別徴
収義務者が適用を受けることができます。

　アに該当する特別徴収義務者が、この特例の適用を受けようとするときは、
市長に申請し、その承認を受けなければなりません。

　この特例の承認を受けた場合は、６月から翌年５月まで毎月それぞれ翌月
１０日まで納入する特別徴収税額を、６月から１１月までの分を１２月１０日ま
でに、また１２月から５月までの分を６月１０日までに納入することができます。
　年の途中で承認を受けた場合は、承認を受けた月から納期の特例が適用
となります。

1 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 2 申請書の書き方

　法人事業所の場合は、所在地及び名称並びに代表者氏名を記入してください。
また、「法人番号」欄には、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第
２条第15項に規定する法人番号をいう。）を記入してください。

　個人事業主の場合は、住所及び氏名を記入してください。「法人番号又は個人番
号」欄には、申請者の個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。）
を記入してください（左側１文字を空けて記入してください）。
　
　給与の支払の関係で支店又は出張所が二ヶ所以上あり、それぞれ特別徴収義
務者として指定を受けている場合は、特別徴収義務者ごとに申請してください。

　申請の日前６ヶ月間の給与の支払人員、及び支給金額を、月別に通常の勤務者
と臨時雇用者とに区分して記入してください。

　納期の特例の承認を受けていた特別徴収義務者は、給与の支払を受ける
人が常時１０人以上となった場合は、その旨を遅滞なく市長に届け出なけれ
ばなりません。

　市税の滞納や給与所得に係る特別徴収税額の納入が困難である相当の
理由がある場合は、この特例の適用を受けられないことがあります。

※　注　意

　また、この承認を受けてから、上記の事実が認められた場合は、承認を取
消すことがあります。

申　請　に　つ　い　て　


